
箕面市介護・障害福祉施設等光熱費高騰対策支援金交付事業 Q＆A
番号 区分 質問 回答

1
支給
対象

当施設が対象施設かどうか、わからない。
｢箕面市介護・障害福祉施設等光熱費高騰対策支援金交付要綱 別表｣に記載されている施
設が対象となりますので、ご確認ください。

2
支給
対象

対象施設となるためには、法人の所在地が箕面市内にない
といけないのか。

本事業は、箕面市独自の事業であり、箕面市内に所在する施設等のみを支給対象としてい
ます。法人の所在地が箕面市外であっても、対象施設等が令和６年４月１日時点で箕面市
内で運営していれば、支給対象となります。

3
支給
対象

対象施設であれば、一律に支援金が交付されるのか。

本支援金は、令和５年度において光熱費高騰の影響を受けた事業所への支援を目的とする
ものです。
No20に記載の計算方法で算定した結果、支援金が1,000円以上の額となった事業所が、本
支援金の対象です。

4
支給
対象

令和６年４月１日時点で開設していれば、支援金を申請で
きるのか（支援金の支給対象となるのか）。

申請可能です。ただし、本支援金は、光熱費高騰に係る介護・障害福祉施設等の負担軽減
を目的としており、比較対象期間（令和３年４月１日～令和４年３月３１日（令和４年４
月以降に開設した場合は令和４年４月１日～令和５年３月３１日））の光熱費と、支援対
象期間（令和５年４月１日～令和６年３月3１日）の光熱費の比較による負担増額分を支
援金の算定基準としているため、両方の期間において、１か月以上の事業実施があり、か
つ申請日時点で廃止または休止していないことが要件となります。

5
支給
対象

令和６年４月２日以降に事業者指定等を受けた施設等は、
対象となるのか。

基準日である令和６年４月１日時点で事業者指定等を受けていない場合は、支給対象とな
りません。

6
支給
対象

令和６年３月31日まで運営していたが、令和６年４月１
日時点で休止した場合、対象となるのか。

対象となりません。基準日である令和６年４月１日に設置・運営している必要がありま
す。

7
支給
対象

現在、休止中の施設は支給対象となるのか。 申請日時点で休止中または廃止済の場合は、支給対象となりません。

8
支給
対象

同趣旨の給付金を他団体（国、府等）から受けている、又
は今後受ける予定であるが、本支援金の申請をすることは
できるか。

本支援金は、以下に記載の「令和５年度府・市支援金（物価高騰にかかるもの）」を除外
して、所定の方法で算定し、算定結果が1,000円以上となった場合は、支給を受けること
ができます。
１．大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業（第二弾）
２．大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業（第三弾）
３．箕面市社会福祉施設等物価高騰対策支援金事業（１．２の府支援金対象外の施設を対
象とした市支援金）
具体の金額は、別添の「計算シート」で試算できます。
申請時には、「計算シート」を添付してください。

9
支給
対象

なぜ有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅
は対象外なのか。

当事業は、介護報酬など公定価格等で運営され、物価の高騰分を利用者負担に転嫁できな
い施設を対象としており、左記施設は対象外とさせていただいています。ご理解をお願い
します。

10
支給
対象

有料老人ホームであり、介護保険サービスの特定施
設入居者生活介護の指定を受けている場合は、対象になる
か。

特定施設入居者生活介護については、介護報酬で運営される介護保険サービスのため、支
援金の対象となります。

11
支給
対象

市立施設は支給対象か。 市が開設した施設、指定管理施設のいずれも対象となりません。

12
支給
対象

同一建物で、複数サービスの指定を受けている場合（同法
人、同事業所、同住所、ただし、区分けせず同じ場所で
サービスの指定を受けている場合）は、どのように申請す
ればよいか。

（例）（介護）通所介護と通所型サービスＡ（総合事業の
緩和型デイサービス）
（例）（障害）生活介護と就労継続支援B型（多機能型）
  (例）（障害）放課後等デイサービスと児童発達支援（多
機能型）
（例）（介護）訪問介護と（障害）居宅介護など、訪問系
サービスで複数指定をとっている場合

原則として、同一建物の光熱費を一体的に算定するため、いずれか一つのサービスでまと
めて申請してください。その場合、申請に含む複数サービスをすべて明示ください。
なお、支給額の算定時には、同一建物にある全てのサービスで受けた「令和５年度府・市
支援金」の総額を差し引きます。



箕面市介護・障害福祉施設等光熱費高騰対策支援金交付事業 Q＆A
番号 区分 質問 回答

13
支給
対象

同一建物で、複数サービスの指定を受けている場合（同法
人、同事業所、同住所、ただし、１階と２階で分かれてい
る場合や、平面図で区分けしてサービスの指定を受けてい
る場合）は、どのように申請すればよいか。
（例）介護の入所系施設と併設の通所系事業所・訪問系事
業所
（例）障害又は介護の入所系施設と併設型短期入所（空床
型を除く）

原則として、同一建物の光熱費を一体的に算定するため、いずれか一つのサービスでまと
めて申請してください。その場合、申請に含む複数サービスをすべて明示ください。
なお、光熱費をサービスごとに分けて支払っている場合は、合算して入力してください。

14
支給
対象

複数単位など、サービス実施時間を分けている場合は、ど
のように申請すればよいか。
(例) （介護）通所介護で複数単位で運営（例：午前と午
後に分けている場合等）

同一建物の光熱費を一体的に算定するため、一つのサービスとして申請してください。

15
支給
対象

同一法人において、同一建物で、介護サービス・障害福祉
サービス・障害児通所支援の複数の制度の指定を受けてい
る場合、どのように申請すればよいか。

原則として、同一建物の光熱費を一体的に算定するため、いずれか一つのサービスで以下
の優先順位でまとめて申請してください。その場合、申請に含む複数サービスをすべて明
示ください。
①介護サービス→②障害福祉サービス→③障害児通所支援

（例）（介護）訪問介護・（障害）居宅介護 →  ①介護サービスとして申請
（例）（介護）居宅介護支援・（障害）特定相談支援  →  ①介護サービスとして申請
（例）（障害）生活介護・（障害児）放課後等デイサービス → ②障害福祉サービスと
して申請

16
支給
対象

同一法人において、同一建物で、対象事業と対象外事業が
混在している場合、どのように申請すればよいか。
（例１）一部のフロアがサービス付き高齢者向け住宅
（例２）一部の事業所が、現在休止中

対象事業以外の事業にかかる光熱費は申請額から除外することとし、その算定方法を明示
した根拠資料を作成し、市の求めに応じ提出できるよう保存してください。

17
支給
対象

障害福祉サービスの共同生活援助など、事業所ごとに複数
の建物（住居）がある場合はどのように申請すればよい
か。

対象施設において複数の建物がある場合は、施設単位で複数の建物をまとめて申請してく
ださい。
障害者グループホームについては、建物（住居）ごとに光熱費を支払うため、事業所単位
もしくは建物（住居）単位のどちらでも申請可能とします。ただし、いずれの場合も市外
に所在する住居は対象外となります。
なお、光熱費について利用者負担を求めている場合は、その額を差し引きして算定してく
ださい（No30参照）。

18
支給
対象

施設等が移転し、支援対象期間（令和５年４月１日～令和
６年３月３１日）と比較対象期間（原則令和３年４月１日
～令和４年３月３１日）で施設所在地が異なる場合も対象
となるか。

令和６年４月１日時点で指定を受けている事業所であれば、途中で場所が移転した場合も
支給対象となります（所在地は箕面市内に限る）。ただし、算定する光熱費は通常の利用
料のみとし、事業所移転に伴う切替費用等は除外して申請してください。

19
支給
対象

基準日（令和６年４月１日）と申請時点で、同一建物であ
るが開設しているサービス種別が異なる場合は対象となら
ないのか。

同一の運営法人である場合に限り、令和６年４月１日時点で指定を受けている施設と同一
建物、同一区画であれば対象となります。また、支援対象期間（令和５年４月～令和６年
３月）および比較対象期間（原則令和３年４月１日～令和４年３月３１日）において、申
請者が事業の変更を行った場合（対象事業に限る）についても、申請対象となります。

20
支給
金額

支給金額は、どのように計算するのか。

対象施設にかかる支援対象期間（令和５年４月～令和６年３月）利用分の光熱費から比較
対象期間（原則令和３年４月１日～令和４年３月３１日）利用分の光熱費を差し引いた差
額の１／２の金額から、対象施設にかかる「令和５年度府・市支援金（物価高騰にかかる
もの）」の総額を差し引いて算定します。
なお、支援金の算定結果が1,000円に満たない場合は、支給対象となりません。

（支援対象期間利用分の光熱費－比較対象期間利用分の光熱費）×１／２－（「令和５年
度府・市支援金」の総額）＝支給額

具体の金額は、別添の「計算シート」で試算できます。
申請時には、「計算シート」を添付してください。
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番号 区分 質問 回答

21
支給
金額

支給金額を算定する際に差し引く「令和５年度府・市支援
金（物価高騰にかかるもの）」とは具体的になにか。

令和５年度に大阪府及び箕面市が実施した、以下の支援金です。
１．大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業（第二弾）
２．大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業（第三弾）
３．箕面市社会福祉施設等物価高騰対策支援金事業（１、２の府支援金対象外の施設を対
象とした市支援金）

22
支給
金額

「令和５年度府・市支援金」を申請しておらず、府・市支
援金を受け取っていない場合はどうなるか。

「令和５年度府・市支援金」を申請していない場合であっても、府・市支援金の対象とな
る施設の場合は、各算定基準に基づき相当額を差し引いて、支給額を算定します。

23
支給
金額

令和３年度の光熱費と令和５年度の光熱費を元に支給額が
算定されるが、令和３年４月１日時点で開設していない場
合はどのように算定されるのか。

支給額を算定する際の令和５年度の光熱費との比較対象期間は原則令和３年４月１日～令
和４年３月３１日ですが、対象施設の開設日が、令和３年４月２日から令和５年３月１日
までの間である場合（※但し、支援対象期間が12ヶ月の場合に限る）は、以下のとおりの
取扱とします。別添の「計算シート」は、該当する開設月のシートを利用してください。

①令和３年４月２日～令和４年４月３０日までに開設した場合
 開設月から１２ヶ月間分の光熱費を比較対象期間利用分の光熱費として算定する。
②令和４年５月１日～令和５年３月１日までに開設した場合（比較対象期間が１２か月未
満の場合）
 次のとおり 
 （例）令和４年７月開設の場合
 〔（令和４年７月～令和５年３月（９ヶ月分）の光熱費）-（令和５年７月～令和６年３
月（９ヶ月分）の光熱費）〕×１２／９
 （例）令和５年２月開設の場合
 〔（令和５年２月～令和５年３月（２ヶ月分）の光熱費）-（令和６年２月～令和６年３
月（２ヶ月分）の光熱費）〕×１２／２

24
支給
金額

令和５年度中に休業期間があり支援対象期間が12ヶ月に
満たない場合はどのように計算シートに入力すればよい
か。

支援対象期間が12ヶ月に満たない場合は、休業期間を除き支給額を算定をします。
特殊なケースであるため、別添の「計算シート」は使用できません。個別に各担当室にお
問い合わせください。

・介護保険サービス：健康福祉部高齢福祉室 072-727-9505
・障害福祉サービス：健康福祉部障害福祉室 072-727-9514
・障害児通所サービス：子ども未来創造局子どもすこやか室 072-727-9520

25
支給
金額

比較対象期間（令和３年度～令和４年度）に休業期間があ
る場合はどのように計算シートに入力すればよいか。

特殊なケースであるため、別添の「計算シート」は使用できません。個別に各担当室にお
問い合わせください。

・介護保険サービス：健康福祉部高齢福祉室 072-727-9505
・障害福祉サービス：健康福祉部障害福祉室 072-727-9514
・障害児通所サービス：子ども未来創造局子どもすこやか室 072-727-9520

26
支給
金額

同一建物で、複数サービスをしているが、それぞれの開設
日が異なる場合、どのように計算シートに入力すればよい
か。

開設日が異なっている場合でも全てのサービスの開設日が令和３年４月１日以前である場
合は、算定に影響がありませんので、別添の「計算シート」に入力してください。
開設日が令和３年４月２日以降のサービスが含まれている場合は、特殊なケースであるた
め、別添の「計算シート」は使用できません。個別に各担当室にお問い合わせください。

・介護保険サービス：健康福祉部高齢福祉室 072-727-9505
・障害福祉サービス：健康福祉部障害福祉室 072-727-9514
・障害児通所サービス：子ども未来創造局子どもすこやか室 072-727-9520

27
支給
金額

令和３年４月１日～令和６年３月３１日の間に光熱費の会
社（電気会社・ガス会社）を変更しているが、会社変更に
伴う光熱費の増減は算定に影響するのか。また、会社変更
に伴う切替費用等は算定対象となるのか。

支援金は対象施設にかかる光熱費の利用額のみで算定し、電気・ガスの会社変更について
は考慮しません。なお、通常の電気・ガス利用に伴わない費用（切替費用等）は、算定対
象外であるため、光熱費から除外してください。
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28
支給
金額

施設等が移転し、支援対象期間（令和５年４月１日～令和
６年３月３１日）と比較対象期間（原則令和３年４月１日
～令和４年３月３１日）で施設所在地が異なるが、所在地
変更に伴う光熱費の増減は算定に影響するか。また、移転
に伴う切替費用等は算定対象となるのか。

支援金は対象施設にかかる光熱費の利用額のみで算定し、所在地変更については考慮しま
せん。なお、通常の電気・ガス利用に伴わない費用（切替費用等）は、算定対象外である
ため、光熱費から除外してください。

29
支給
金額

入所・通所施設において、支援対象期間（令和５年４月１
日～令和６年３月３１日）と比較対象期間（原則令和３年
４月１日～令和４年３月３１日）で定員数を変更している
場合の光熱費の増減は算定に影響するのか。

支援金は光熱費の利用額のみで算定し、定員数の変更は考慮しません。

30
支給
金額

支援対象施設と同一の建物内に、同じ法人が開設した対象
外の施設があり、光熱費をまとめて支払っている場合など
は、光熱費はどのように算定すればよいか。

（例）（介護）通所介護と有料老人ホーム
（例）（介護）訪問介護とサービス付高齢者住宅

支援対象とならない施設の光熱費は申請額から除外してください。なお、光熱費を一括で
請求されており、明細が分からない場合などは、算出可能な方法（面積按分や定員按分な
ど）で申請額を算出してください。その際、算出方法を明示した資料を作成し、市の求め
に応じ提出できるようにしてください。

31
支給
金額

光熱費を利用者から徴収している場合、支援金算定にかか
る光熱費はどの金額にすればよいか。

光熱費について利用者負担を求めている場合は、その額を差し引きして施設の実負担額の
み算定してください。

32
申請
手続

申請はどのようにするのか。

原則として、箕面市電子申請システム（LoGoフォーム）にて手続きください。
送付した案内文または市ホームページに掲載のQRコードから、または以下の「支援金申請
フォーム」アドレスから申請できます。    
   https://logoform.jp/form/5CLo/minoh̲06kounetuhisien

※箕面市電子申請システムが使用できない場合は、申請用紙による郵送申請ができます。 
申請書は箕面市ホームページ
    https://www.city.minoh.lg.jp/lifeplaza/kounetuhisien.html
からダウンロードするか、個別に各担当室にお電話いただき、郵送をご依頼ください。

・介護保険サービス：健康福祉部高齢福祉室 072-727-9505
・障害福祉サービス：健康福祉部障害福祉室 072-727-9514
・障害児通所サービス：子ども未来創造局子どもすこやか室 072-727-9520

33
申請
手続

支援金の計算が複雑で、支給対象となるかわからない。支
給対象となるか確認したいがどうすればよいか。

別添の「計算シート」にて、以下の金額を入力することで、支給対象かどうか確認がで
き、申請対象の場合のみ申請手続に進めます。
（申請時には、「計算シート」を添付してください。）
確認前に以下の金額をご準備ください。
・支援対象期間（令和５年４月～令和６年３月）利用分の光熱費（電気・ガス代）
・比較対象期間（原則令和３年４月～令和４年３月）利用分の光熱費（電気・ガス代） 
※令和３年４月２日以降に開設している場合はNo23参照
・光熱費にかかる利用者負担額
・「令和５年度府・市支援金（物価高騰にかかるもの）」の総額

34
申請
手続

電子申請の操作がわからない。どうすればいいか。

市ホームページで操作マニュアルをご確認いただくか、各担当室にお問い合わせくださ
い。
・介護保険サービス：健康福祉部高齢福祉室 072-727-9505
・障害福祉サービス：健康福祉部障害福祉室 072-727-9514
・障害児通所サービス：子ども未来創造局子どもすこやか室 072-727-9520

35
申請
手続

申請者は、法人代表者のみか。
申請者は、法人代表者または施設管理者（施設長等（同一建物内で複数のサービスを実施
している場合は、主たる事業所の施設長等））のいずれか一方を記載してください。原則
として、支援金の振込口座名義人と合わせてください。



箕面市介護・障害福祉施設等光熱費高騰対策支援金交付事業 Q＆A
番号 区分 質問 回答

36
申請
手続

申請に必要な書類はあるか。

別添の「計算シート」及び通帳の写し（PDFまたは画像データ）など、支援金の振込口座
の情報（金融機関名・支店名、口座種別、口座番号、口座名義）がわかる書類を添付して
ください。
※マイナンバーが記載されている資料は添付しないよう、ご注意ください。
※令和４年度または令和５年度に、箕面市社会福祉施設等物価高騰対策支援金の支給を受
けた口座と同じ口座への振込を希望する場合は、添付不要です。

なお、光熱費の支払金額が分かる書類として、対象期間・比較対象期間の各月の料金およ
び契約会社が確認できる資料を保存し、市の求めに応じ提出できるようにしてください。
（例）請求書、領収書、検針票、通帳、電気／ガス会社への問い合わせ結果メール等、決
算資料

37
申請
手続

支援対象期間や比較対象期間の光熱費の支払金額が分から
ない場合（事業所において記録等が残っていない場合）、
どうしたらよいか。

算定に必要な金額が不明な場合は、申請できません。電気／ガス会社への問い合わせによ
り、確認できる場合がありますので、各会社にお問い合わせください。
なお、根拠資料として、対象期間・比較対象期間の各月の料金および契約会社が確認でき
る資料を保存し、市の求めに応じ提出できるようにしてください。
また、同一建物内で、対象事業以外の事業を運営している場合は、対象外事業にかかる光
熱費は申請額から除外することとし、その算定方法を明示した根拠資料を作成し、市の求
めに応じ提出できるようにしてください。

38
申請
手続

振込口座の通帳が無い（インターネットバンキング等）場
合、何を添付書類とすれば良いか。

キャッシュカードやインターネットバンキングの画面等、口座情報（金融機関名・支店
名、口座種別、口座番号、口座名義）がわかるものの写し（画像データ等）を添付してく
ださい。
※マイナンバーが記載されている資料は添付しないよう、ご注意ください。
※令和４年度または令和５年度に、箕面市社会福祉施設等物価高騰対策支援金の支給を受
けた口座と同じ口座への振込を希望する場合は、添付不要です。

39
申請
手続

申請者と異なる名義の口座を振込口座としたい場合
は、どうすればよいか。

原則として、申請者名義（法人代表者・施設管理者等）の口座を指定してください。
※別名義の口座を指定された場合は、別途、書類提出をお願いする場合や、確認等に時間
を要する場合があります。

40
申請
手続

支援金はいつ支給されるのか。

支援金の支給は、受付・審査を終えたものから順次行う予定ですが、受付開始当初は申請
が集中することが予想されます。状況によっては、申請から支給まで期間を要することが
ありますので、あらかじめご了承ください。
なお、箕面市電子申請システムにログインすることで、審査の進行状況を確認することが
できます。

41
申請
手続

支給決定通知は送付されるのか。
審査の結果、支給の決定をしたときは、指定された口座への振り込みをもって支給決定の
通知とします。（文書による通知は行いません。）

42
申請
手続

受給した支援金の用途に制限はあるか。
本支援金は、光熱費の高騰に係る社会福祉施設等の負担軽減を目的としていますが、支援
金の用途に制限はありません。
支援金の支給をもって手続きは完了しますので、報告書等の提出も必要ありません。

43
その
他

光熱費高騰対策支援金は所得税または法人税の課税対象
か。確定申告は必要なのか。

課税対象になります。所得税又は法人税の計算上、収入に計上する必要があります。確定
申告の際には、必ず申告してください。
確定申告に関することについては、国税庁のホームページをご参照ください。
<https://www.nta.go.jp/index.htm> または最寄りの税務署にお問い合わせください。

44
その
他

光熱費高騰対策支援金は会計上どのように処理すべきか。 どの勘定科目に計上すべきかなど、会計上の処理については税理士等とご相談ください。

45
その
他

光熱費高騰対策支援金は消費税の対象か。

「国または地方公共団体からの補助金や助成金等」として消費税の対象にはなりません。
詳細は国税庁のホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0023004-072.pdf

46
その
他

光熱費高騰対策支援金は「消費税仕入控除税額報告」が必
要なのか。

不要です。


